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【資料出所】
「平成1８年度国民年金保険料の納付状況

と今後の取組等について」（社会保険庁）1



○ 近年、未加入者・未納者数は減少。

公的年金制度における未加入者・未納者数の推移

【資料出所】
「平成1８年度国民年金保険料の納付状況

と今後の取組等について」（社会保険庁）2



○ 以下のようなこれまでの対策により、平成９年度において119万人であった未加
入者が、平成18年度では18万人と、着実に減少。

１．制度未加入者への対策

（１） 20歳になった者全員に国民年金加入の
通知をした上で、届出がない場合には職
権で国民年金を適用（平成７年度～）

（２） 住基ネットを活用した未加入者の把握

住基ネットを活用し、34歳到達時点等
における未加入者の把握を行い、加入の
届出勧奨を実施（今後実施予定）

２．転業転職による年金制度間での移行の際
の対策

（１） 企業を退職後、国民年金の届出がない者に、
届出用紙を同封した通知を送付（平成10年度～）

届出がない者には職権で国民年金を適用（平
成17年８月～）

（２） 国民年金の資格喪失後、厚生年金への加入
の届出がない者に対する通知（平成18年度～）

（３） 職業安定所との連携により、失業者に対する
種別変更手続きの周知を徹底（平成16年10月
～）

国民年金の未加入対策
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【資料出所】
「納付率向上に向けた戦略」（社会保険庁）

国民年金保険料の未納対策①
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【資料出所】
「平成1８年度国民年金保険料の納付状況

と今後の取組等について」（社会保険庁）

国民年金保険料の未納対策②
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保険料滞納者の状況（１）
《世帯の収入①》

○ 『国民年金被保険者実態調査（平成１７年）』では、国民年金１号被保険者のうち、「滞納者＊１」と
「納付者＊２」の世帯の所得分布をみると、全体的にはいずれも同じような傾向ではあるものの、
滞納者については、納付者と比べ、年収200万円未満である者の割合が比較的多くなっている。

○ この結果、滞納者の中位数は233万円と、納付者と比べ100万円以上少ない。

＊１ 滞納者とは、「過去２年間の納付対象月が１ヶ月以上ある者であって、その全ての保険料を納めなかった者」をいい、社会保険
庁が毎年公表している「未納者」（過去２年間のすべてが１号被保険者期間であって、その全ての保険料を納めなかった者）と定義
が異なる。

＊２ 納付者とは、 「過去２年間の納付対象月が１ヶ月以上ある者であって、保険料を１ヶ月以上納めた者」をいう。

【資料出所】
国民年金被保険者実態調査

（平成17年）

《本資料の留意点》
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1号期間滞納者（平均３２３万円、中位数２３３万円）

納付者（平均５０５万円、中位数３４２万円）
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